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議案第７３号 主要改正点

・市営住宅の定義に大阪府から取得した住宅を追加したこと。

・大東市営大東深野住宅の名称および位置を規定したこと。

・大東市営大東深野住宅駐車場の名称、位置および使用料を規定したこと。

大東市営住宅条例 新旧対照表

新 旧

第１条 （略） 第１条 （略）

（用語の定義） （用語の定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

(1) 市営住宅 本市が建設、買取り、借上げまたは大阪府から取得を行い、低額所得者 (1) 市営住宅 本市が建設、買取りまたは借上げを行い、低額所得者に賃貸し、または

に賃貸し、または賃貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補 賃貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをい

助に係るものをいう。 う。

(2) ～ (5) （略） (2) ～ (5) （略）

（市営住宅等の設置） （市営住宅等の設置）

第３条 市に市営住宅および特定公共賃貸住宅（以下「市営住宅等」という。）を設置 第３条 市に市営住宅および特定公共賃貸住宅（以下「市営住宅等」という。）を設置

し、その名称および位置は、別表第１のとおりとする。 し、その名称および位置は、規則で定める。

第３条の２ ～ 第４９条 （略） 第３条の２ ～ 第４９条 （略）

（名称および位置） （名称および位置）

第５０条 市営住宅自動車駐車場（以下「駐車場」という。）の名称および位置は、別表 第５０条 市営住宅自動車駐車場（以下「駐車場」という。）の名称および位置は、別表

第２のとおりとする。 第１のとおりとする。

第５１条 （略） 第５１条 （略）

（使用者の資格） （使用者の資格）

第５２条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定める資格を有するものでなければな 第５２条 駐車場を使用しようとする者は、市営住宅の入居者または同居者で、規則で定

らない。 める資格を有するものでなければならない。

第５３条 ～ 第５６条 （略） 第５３条 ～ 第５６条 （略）

（使用料等） （使用料等）

第５７条 駐車場の使用料は、別表第３のとおりとする。 第５７条 駐車場の使用料は、別表第２のとおりとする。



新 旧

２ 前項の使用料は、使用しようとする月の末日（ただし、１２月および３月にあっては ２ 前項の使用料は、使用しようとする月の前月の末日（ただし、１２月および３月に

２５日とする。）までに納入しなければならない。 あっては２５日とする。）までに納入しなければならない。

３ （略） ３ （略）

第５８条 ～ 第７１条 （略） 第５８条 ～ 第７１条 （略）

別表第１（第３条関係）

１ 市営住宅

名 称 位 置

大東市営南郷住宅 大東市南郷町１６番

大東市営深野野崎園住宅 大東市野崎一丁目８番

大東市営深野園住宅 大東市深野三丁目３番から９番まで

大東市営野崎松野園住宅 大東市野崎一丁目１５番および２３番

大東市営飯盛園第１住宅 大東市北条四丁目１番、３番から５番までおよ

び７番

大東市営飯盛園第２住宅 大東市北条三丁目１番、２番、４番および８番

大東市営嵯峨園第１住宅 大東市北条三丁目１２番

大東市営嵯峨園第２住宅 大東市北条三丁目１６番

大東市営嵯峨園第３住宅 大東市北条三丁目１４番

大東市営嵯峨園第５住宅 大東市北条三丁目１３番および１４番

大東市営楠公園住宅 大東市北条三丁目１７番

大東市営大東深野住宅 大東市深野三丁目１２番から１７番まで



新 旧

２ 特定公共賃貸住宅

名 称 位 置

大東市営飯盛園第１住宅 大東市北条四丁目５番

別表第２（第５０条関係） 別表第１（第５０条関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

大東市営大東深野住宅駐車場 大東市深野三丁目１２番から１８番まで

別表第３（第５７条関係） 別表第２（第５７条関係）

区 分 １か月当たりの使用料 区 分 １か月当たりの使用料

備考 大東市営大東深野住宅駐車場については、この表の規定にかかわらず、１か月当た

りの使用料を７，５００円とする。


